
平成27年４月から「子ども・子育て支援新制度」
が始まる予定です。この制度改正で市内の保育所
や幼稚園の入所（園）の手続きが一部変わります。 保育の認定について

Q新制度は保育が必要な認定の申請をするとなっている
けど、保育所入所の申し込みとは別に申請するのですか。

A大竹市では、初年度については保育所入所の申し込み
と同時に手続きできる方法を現在検討中です。

　
保育所の申し込みについて
Q４月当初の保育所の新規入所の申し込みについて教え
てください。

A提出先は福祉課です。申し込みは12月頃を予定してい
ます。詳しくは、市広報12月号に掲載予定です。

　
Q継続入所の申し込みについて教えてください。
A継続入所は、保育所を通じて各種用紙を配布予定です。
時期は12月頃を予定しています。詳しくは、市広報12
月号に掲載予定です。

　
保育料について
Q保育料はどうなりますか。
A現在、制度改正に合わせて検討しています。
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利用手続きについて（施設型給付）

利用可能施設認 定 区 分
（　）内はおおむねの利用時間

… 子どもが満４歳以上で、幼稚園などで教育を希望する場合1号認定 教育標準時間（4時間程度） 幼稚園、認定子ども園

… 子どもが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、
　 保育所などで保育を希望する場合2号認定

保育標準時間（11時間程度）
保育短時間（8時間程度）

保育所、認定子ども園

… 子どもが満３歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、
　 保育所などで保育を希望する場合3号認定

保育標準時間（11時間程度）
保育短時間（8時間程度）

保育所、認定子ども園
および地域型保育

幼稚園に直接利用
申し込みをします。

幼稚園から
入園の内定を受けます。

幼稚園を通じ
利用のための

認定申請をします。

幼稚園を通じ市から
認定書が交付されます。
（１号認定）

幼稚園と
契約します。

市に「保育の必要性」の
認定申請をします。

市から認定証が交付されます。
（２号認定または３号認定）

※　利用希望の申し込みと同時
　に行う場合があります。

※　入所決定通知と同時に
　交付する場合があります。

保育所の利用希望の
申し込みをします。

申請者の希望、保育所
の状況などにより、市が
利用調整を行います。

保育の利用先が
決定し、

入所決定通知が
交付されます。

【１号認定（幼稚園）】

【２・３号認定（保育所）】

　給付金を受給するには申請が必要です。支給対象に
なると思われる方には、臨時福祉給付金は水色の封筒
で、子育て世帯臨時特例給付金はピンク色の封筒で市
から申請書の用紙をお送りしています。まだ申請を行っ
ていない方は受付期間内に申請してください。

支給対象者
　平成26年１月１日に大竹市に住民票がある方のうち、
平成26年１月分の児童手当（特例給付を含む）の受給
者であって、その平成25年中の所得が児童手当の所
得制限額に満たない方

対象児童
　支給対象者の平成26年１月分の児童手当（特例給
付を含む）の対象となる児童を基本とします。
※　平成26年１月１日時点で中学生である児童は、実
際の申請・支給時に中学校を修了している場合も対
象になります。
※　平成26年１月２日以降に生まれた児童、臨時福祉
給付金の対象者、生活保護の被保護者などは対象
になりません。

公務員について
　公務員は、職場から「申請書（公務員用）」や「児童手
当受給状況証明書」を交付されています。申請期間内に
郵送または福祉課窓口へ提出してください。
　再交付については、職場にお問い合わせください。

支給対象者
　臨時福祉給付金は平成26年度市県民税が課税
されていない方
　ただし、あなたが同一世帯・別世帯を問わず市県
民税が課税されている方の税法上の扶養親族と
なっている場合は対象外となります。
※　扶養親族とは、税法上の控除対象配偶者、配
偶者特別控除における配偶者、扶養親族、事業専
従者および年齢16歳未満の年少者を指します。

源泉徴収票などで確認できます
　ご自身が扶養親族となっているかは、ご家族の方
が確定申告やお勤め先の源泉徴収票などであなた
を扶養親族にしていないかどうかをご確認ください。

※　臨時福祉給付金の申請書は６月１日付けの課
税情報でお送りしています。税の修正申告などに
より給付金の支給対象に該当することになった場
合は社会健康課へお問い合わせください。

利用者からみる現行制度からの主な変更点
①新制度の保育所の利用には保育の必要性の認定
申請が必要となり、これまでの入所決定通知書の
ほか保育の認定証が交付されます。（２号認定…満
３歳以上児、３号認定…満３歳未満児）

②保育の必要性の認定には、２号認定、３号認定そ
れぞれに「保育標準時間」（11時間程度）と「保育
短時間」（８時間程度）の２種類の区分が創設され
ます。

③新制度に参入する幼稚園に申し込みすると、自治
体から教育標準時間の認定証が交付されます。（１
号認定）入園の申し込みはこれまでどおり園に対し
て利用者が申し込みます。新制度における幼稚園
の利用料は市が決定した額に基づき、幼稚園が利
用者から利用料を徴収します。

給付金の申請は給付金の申請は
お済みですか？お済みですか？

受付は11月28日（金）まで

子育て世帯臨時特例給付金
問い合わせ　福祉課 ☎59２１４８

臨時福祉給付金
問い合わせ　社会健康課 ☎59２１５２

平成27年度の保育所の申し込みについて
「子ども・子育て支援新制度」と

問い合わせ　福祉課 ☎59２１４８
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